
 令和８年度 笠松町ふるさと納税返礼品開発支援事業補助金
ふるさと納税返礼品として活用できる

 商品・サービスの開発・改良等を支援する制度です！

対象者

補助
対象事業

補助
金額

・笠松町ふるさと納税返礼品の提供事業者であること

・本事業を活用して生産される商品を笠松町ふるさと納税返礼品として登録する事業者
であること

・新たに返礼品を開発する事業
・既存商品を改良し、返礼品とする事業

補助対象経費の２分の１以内（上限２５万円／件）

申請の
流れ 相談

補助金
申請

審査・
交付決定

事業
実施

実績
報告

補助金
交付

笠松町役場 企画DX課 観光プロモーション担当 ℡：058-388-1113

制度拡充
します!!

・普及促進に係る事業
・開発または改良に必要な備品の購入等に係る事業

・国、県またはその他地方公共団体の同様の補助金等の交付を受けていないこと

・笠松町ふるさと納税返礼品の事業者として登録する意思があること
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